
あいちゃん通信 

 

今 年 度 の 被 扶 養 者 資 格 再 確 認 に お け る

「年収（130 万円）の壁」対応 

 

◆「被扶養者資格再確認」とは？ 

 健康保険の被扶養者は、法令で毎年一

定の期日を定め確認することとされてい

ます。協会けんぽ加入事業者には、令和

５年度分の書類が、令和５年 10 月下旬

から 11 月上旬にかけて順次発送されま

す。 

◆提出期限までに事業者がすべきこと

は？ 

 提出期限は、令和５年 12 月８日（金）

です。期限までに、自社の被保険者に対

して、令和５年９月 16 日現在の被扶養

者（４月１日時点で 18 歳未満の方、４

月１日以降に被扶養者になった方、任意

継続被保険者の被扶養者は対象外）につ

いて、文書等により被扶養者の要件を満

たしているかを確認し、被扶養者状況リ

ストに結果を記入します。 

別居している被扶養者、海外に在住し

ている被扶養者については厳格な方法に

よる再確認が必要となるため、協会けん

ぽから送られてくる被扶養者状況リスト

に同封の被扶養者現況申立書を記入し、

確認書類とともに提出します。 

◆「年収（130 万円）の壁」対応の内容

は？ 

 政府の「年収の壁・支援強化パッケー

ジ」により、年収が 130 万円以上であ

っても人手不足による労働時間延長等に

伴う一時的な収入増加である場合、その

旨の事業主証明を添付することで、迅速

な被扶養者認定を可能とする方針が示さ

れました。 

 そのため、上記に該当することが確認

できた場合は、被扶養者状況リストの「変

更なし」にチェックをしたうえで、「一時

的な収入変動」に係る事業主証明と併せ

て提出します。所得証明書等を提出する

必要はありません。 

 なお、収入増加の理由が人手不足によ

る労働時間延長等に伴う一時的な収入増

加でない場合は、事業主証明の提出は不

要です。 

【全国健康保険協会「事業主・加入者の

みなさまへ「令和５年度被扶養者資格再

確認の実施方法等について」（令和５年

11 月９日更新）」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ev

ent/cat590/info231023/ 

 

「年収の壁」対策のキャリアアアップ助

成金（社会保険適用時処遇改善コース）

が新設されました 

 

厚生労働省は、年収の壁・支援強化パ

ッケージとして、キャリアアップ助成金

（社会保険適用時処遇改善コース）を新

設し、2023 年 10 月 20 日から手続き

を開始しました。 

キャリアアップ計

画書を作成した上で、
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請をします。 

◆対象となる労働者 

・2023 年 10 月以降、新たに社会保険

の被保険者の要件を満たす者であること 

・社会保険加入日の６か月前の日以前か

ら継続して雇用されていること 

・社会保険加入日から過去２年以内に同

事業所で社会保険に加入していないこと 

◆手当等支給メニュー 

事業主が労働者に社会保険を適用させ

る際に、「社会保険適用促進手当」の支給

等により労働者の収入を増加させる場合

に助成されます。助成額は、労働者１人

あたり中小企業で 10 万円（大企業は 7.5

万円）が６か月ごとに、３年目までの合

計で最大 50 万円(大企業は 37.5 万円)

支給されます。 

【要件となる取組み】 

①  １年目：賃金の 15％以上を追加支給 

②  ２年目：賃金の 15％以上を追加支給

＋３年目以降の取組み 

③  ３年目：賃金の 18％以上を増額 

◆労働時間延長メニュー 

 所定労働時間の延長により社会保険を

適用させる場合に、事業主に対して助成

を行うものです。以下の表の①～④のい

ずれかの取組みを行った場合に、労働者

１人あたり中小企業で 30 万円（大企業

は 22.5 万円）が支給されます。 

【要件となる取組み】 

①  週所定労働時間を４時間以上延長 

②  週所 定 労 働時 間 を３ 時間 以 上 ４時 間

未満延長＋５％以上の賃金の増額 

③  週所 定 労 働時 間 を２ 時間 以 上 ３時 間

未満延長＋10％以上の賃金の増額 

④  週所 定 労 働時 間 を１ 時間 以 上 ２時 間

未満延長＋15％以上の賃金の増額 

◆併用メニュー 

助成額は、下記①で上記の「手当等支

給メニュー」と同じ労働者１人あたり６

か月ごとに 10 万円（大企業 7.5 万円）、

②で労働者１人あたり 30 万円（大企業

は 22.5 万円）が支給されます。 

 

 

【要件となる取組み】 

①  １年目：賃金の 15％以上を追加支給 

②  ２年目：労働時間延長メニューの①～

④に同じ 

【厚生労働省「キャリアアップ助成金（社

会保険適用時処遇改善コース）」リーフレ

ット】 

https://www.mhlw.go.jp/content/0

01159314.pdf 

 

退職代行サービスの利用率は２％～『エ

ン転職』アンケートより 

 

エン・ジャパン株式会社が運営する総

合求人サイト『エン転職』上で、ユーザ

ーを対象に「退職代行」について実施し

たアンケートの結果が公表されましたの

で、ご紹介します。 

◆認知度 

「退職代行」とは、労働者本人に代わ

って、代行業者や弁護士が会社に退職の

意思を伝えるサービスです。「退職代行

というサービスを知っていますか？」と

伺うと、72％が「知っている」と回答し

ました。年代別でみると、40 代以上の

認知度が 64％に対し、20 代は 83％と、

19 ポイントの差がありました。 

◆利用率 

「退職代行サービスを利用したことが

ありますか？」と伺うと、93％が「ない」

と回答。「ある」は全体の２％だが、利

用の理由トップは「退職を言い出しにく

かったから」（50％）で、特に 20 代の

回答が目立ちました。30 代、40 代のト

ップは「すぐに退職したかったから」（30

代：52％、40 代以上：45％）でした。 

◆今後、退職代行を利用するか 

 「 今 後 、 退 職 代 行 を 利 用 し た い で す

か？」と伺うと、「今後、使いたいとは

思わない」が 31％に対して、「今後、

状 況 に よ っ て は

使 う か も し れ な

い」が 42％とな

りました。 

 


